
【喜連川社会復帰促進センター組織図】
（国の職員のみで運営した場合：３５８人）

センター長 総務部長 庶務課長（８）

調査官 会計課長（１０）

用度課長（２０）

矯正処遇部長 首席矯正処遇官（第一担当） 統括矯正処遇官（処遇第一担当） （２２９）

統括矯正処遇官（処遇第二担当）

次席矯正処遇官 統括矯正処遇官（処遇第三担当）

統括矯正処遇官（処遇第四担当）

統括矯正処遇官（処遇第五担当）

首席矯正処遇官（第二担当） 統括矯正処遇官（作業第一担当） （３０）

統括矯正処遇官（作業第二担当）

首席矯正処遇官（第三担当） 統括矯正処遇官（教育担当） （１１）

統括矯正処遇官（厚生担当）

首席矯正処遇官（第四担当） 統括矯正処遇官（考査担当） （１２）

統括矯正処遇官（審査･保護担当）

医務部長 保健課長 （１１）

医療課長

更生支援企画官

（注） 組織の名称や体制，職員数等については，すべて法務省において想定したものであって，関係当局の了解を得ているものではありません。



【喜連川社会復帰促進センター組織図】
（ＰＦＩ事業により運営を実施した場合：２５１人）

センター長 総務部長 庶務課長（４）

調査官

経理課長（８）

矯正処遇部長 首席矯正処遇官（第一担当） 統括矯正処遇官（処遇第一担当） （２０２）

統括矯正処遇官（処遇第二担当）

次席矯正処遇官 統括矯正処遇官（処遇第三担当）

統括矯正処遇官（処遇第四担当）

統括矯正処遇官（処遇第五担当）

首席矯正処遇官（第二担当） 統括矯正処遇官（作業第一担当） （３）

統括矯正処遇官（作業第二担当）

首席矯正処遇官（第三担当） 統括矯正処遇官（教育担当） （５）

統括矯正処遇官（厚生担当）

首席矯正処遇官（第四担当） 統括矯正処遇官（考査担当） （６）

統括矯正処遇官（審査･保護担当）

更生支援企画官
， 。＊ 医務部門については 構造改革特別区域法における公的医療機関に委託することを想定している

（注） 組織の名称や体制，職員数等については，すべて法務省において想定したものであって，関係当局の了解を得ているものではありません。




